
山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
三
十
三
号
　
　
令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
七

山
梨
県
公
報

第
六
百
三
十
三
号

令
和
八
年

二
月
二
十
六
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
三
件
）	

六
七

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
の
解
除	

六
八

○
道
路
の
区
域
変
更	

六
八

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定	

六
八

○
都
市
計
画
の
変
更
（
二
件
）	

六
九

公

告

○
土
地
改
良
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更	

六
九

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

七
〇

人
事
委
員
会

○
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
件
）	

七
〇

そ

の

他

○
山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程	

七
二

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
四
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

保
安
林
の
所
在
場
所　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
西
湖
字
大
輪
山
二
一
七
八
の
一
地
先
（
国
有

林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
満
留
尾
二
一
二
三
・
二
一
二
五
の
一
（
以
上
二
筆
に
つ

い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
二
一
二
三
の
内
一
、
二
一
二
四
、
二
一
三
三
の
一

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

1　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　

字
大
輪
山
二
一
七
八
の
一
地
先
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
満
留
尾

二
一
二
三
・
二
一
二
四
・
二
一
二
五
の
一
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

2　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

3　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

4　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁

及
び
富
士
河
口
湖
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
梨
県
告
示
第
四
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

保
安
林
の
所
在
場
所　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
精
進
字
大
窪
二
六
二
の
一
八
、
字
他
手
合
三
六

四
の
内
二
、
三
六
四
の
内
三
、
三
六
四
の
二
、
三
六
四
の
六
一

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

1　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　

字
他
手
合
三
六
四
の
内
二
・
三
六
四
の
内
三
・
三
六
四
の
二
・
三
六
四
の
六
一
（
以
上
四
筆

に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

2　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

3　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

4　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁

及
び
富
士
河
口
湖
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
三
十
三
号
　
　
令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

六
八

山
梨
県
告
示
第
五
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
（
身
延
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

遅
沢
静
川
線

三　

道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
身
延
町
夜
子
沢
字
越
道
五
七
〇
番
一
地

先
か
ら

南
巨
摩
郡
身
延
町
夜
子
沢
字
上
子
ノ
神
一
三
四
番

一
地
先
ま
で

旧

三
・
七
～

　
　
　
　

九
・
八

一
二
三
・
五

新

四
・
三
～

　
　
　

一
五
・
〇

一
二
三
・
五

山
梨
県
告
示
第
五
十
一
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面

は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
告
示
第
四
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

保
安
林
の
所
在
場
所　

南
都
留
郡
道
志
村
字
谷
相
七
八
九
五
の
内
六
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
七
八
九
五
の
内
一
六
、
七
八
九
五
の
五
五

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

1　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　

字
谷
相
七
八
九
五
の
内
六
・
七
八
九
五
の
内
一
六
・
七
八
九
五
の
五
五
（
以
上
三
筆
に
つ
い

て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

2　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

3　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

4　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁

及
び
道
志
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
梨
県
告
示
第
四
十
九
号

土
地
が
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
と
し
て
令
和
三
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号
に
よ
り

指
定
し
た
区
域
の
一
部
に
つ
い
て
、
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
森
林
環
境
部
大
気
水

質
保
全
課
及
び
山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

指
定
を
解
除
す
る
区
域　

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
澤
字
西
坊
来
石
六
百
五
十
番
の
一
部

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三　

指
定
を
解
除
す
る
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置　

土
壌
汚
染
の
除
去

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
山
梨
県
都
留
市
大
幡
字
岩
崎
及
び
字
寺
ノ
前
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち
、
次
の
一

点
か
ら
十
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と
十
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た

土
地
の
区
域
並
び
に
十
一
点
か
ら
十
八
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
十
一
点
と

十
八
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

番
号

座
標

中
津
森
の
5
一
点

二
点

三
点

四
点

五
点

六
点

七
点

八
点

九
点

十
点

十
一
点

十
二
点

十
三
点

十
四
点

十
五
点

十
六
点

十
七
点

十
八
点

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
八
秒
三
一
六
八

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
一
秒
〇
一
八
五

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
九
四
六
一

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
〇
秒
七
三
〇
八

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
七
七
六
九

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
一
秒
七
六
四
四

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
七
六
〇
六

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
〇
九
九
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
八
七
九
〇

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
〇
二
二
〇

北
緯
三
五
度
三
三
分
五
〇
秒
一
七
九
八

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
三
秒
六
六
四
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
五
〇
秒
一
八
三
六

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
三
四
〇
四

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
四
六
六
九

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
五
秒
九
〇
二
〇

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
八
秒
八
一
二
六

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
五
秒
〇
九
五
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
八
秒
五
六
四
一

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
一
七
三
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
四
四
五
七

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
六
秒
七
三
八
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
八
六
八
一

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
六
秒
七
八
三
三

北
緯
三
五
度
三
三
分
五
〇
秒
一
八
四
三

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
七
秒
四
四
四
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
五
〇
秒
七
九
〇
九

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
八
秒
七
一
四
三

北
緯
三
五
度
三
三
分
五
〇
秒
八
三
〇
七

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
九
秒
〇
八
二
一

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
〇
三
二
〇

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
九
秒
六
〇
一
四

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
八
秒
五
四
七
七

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
九
秒
三
一
七
五

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
三
五
一
二

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
七
秒
五
九
九
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
三
十
三
号
　
　
令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

六
九

山
梨
県
告
示
第
五
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

都
市
計
画
の
種
類　

市
川
三
郷
都
市
計
画
道
路
（
三
・
四
・
二
号　

大
門
桃
林
線
外
一
路
線
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域　

縦
覧
に
供
す
る
図
書
に
明
示
す
る
部
分

三　

縦
覧
場
所　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

山
梨
県
告
示
第
五
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

都
市
計
画
の
種
類　

都
留
都
市
計
画
道
路
（
三
・
五
・
三
号　

厚
原
線
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域　

縦
覧
に
供
す
る
図
書
に
明
示
す
る
部
分

三　

縦
覧
場
所　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

公　
　
　

告

◉　

土
地
改
良
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土

地
改
良
事
業
（
富
士
川
北
部
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
山
梨
県
都
留
市
大
幡
字
岩
崎
及
び
字
寺
ノ
前
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち
、
次
の
一

点
か
ら
十
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と
十
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た

土
地
の
区
域
並
び
に
十
一
点
か
ら
十
八
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
十
一
点
と

十
八
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

番
号

座
標

中
津
森
の
5
一
点

二
点

三
点

四
点

五
点

六
点

七
点

八
点

九
点

十
点

十
一
点

十
二
点

十
三
点

十
四
点

十
五
点

十
六
点

十
七
点

十
八
点

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
八
秒
三
一
六
八

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
一
秒
〇
一
八
五

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
九
四
六
一

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
〇
秒
七
三
〇
八

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
七
七
六
九

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
一
秒
七
六
四
四

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
七
六
〇
六

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
〇
九
九
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
八
七
九
〇

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
〇
二
二
〇

北
緯
三
五
度
三
三
分
五
〇
秒
一
七
九
八

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
三
秒
六
六
四
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
五
〇
秒
一
八
三
六

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
三
四
〇
四

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
四
六
六
九

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
五
秒
九
〇
二
〇

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
八
秒
八
一
二
六

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
五
秒
〇
九
五
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
八
秒
五
六
四
一

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
一
七
三
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
四
四
五
七

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
六
秒
七
三
八
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
八
六
八
一

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
六
秒
七
八
三
三

北
緯
三
五
度
三
三
分
五
〇
秒
一
八
四
三

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
七
秒
四
四
四
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
五
〇
秒
七
九
〇
九

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
八
秒
七
一
四
三

北
緯
三
五
度
三
三
分
五
〇
秒
八
三
〇
七

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
九
秒
〇
八
二
一

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
〇
三
二
〇

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
九
秒
六
〇
一
四

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
八
秒
五
四
七
七

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
九
秒
三
一
七
五

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
三
五
一
二

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
七
秒
五
九
九
一

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
山
梨
県
都
留
市
大
幡
字
岩
崎
及
び
字
寺
ノ
前
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち
、
次
の
一

点
か
ら
十
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と
十
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た

土
地
の
区
域
並
び
に
十
一
点
か
ら
十
八
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
十
一
点
と

十
八
点
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

番
号

座
標

中
津
森
の
5
一
点

二
点

三
点

四
点

五
点

六
点

七
点

八
点

九
点

十
点

十
一
点

十
二
点

十
三
点

十
四
点

十
五
点

十
六
点

十
七
点

十
八
点

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
八
秒
三
一
六
八

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
一
秒
〇
一
八
五

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
九
四
六
一

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
〇
秒
七
三
〇
八

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
七
七
六
九

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
一
秒
七
六
四
四

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
七
六
〇
六

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
〇
九
九
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
八
七
九
〇

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
〇
二
二
〇

北
緯
三
五
度
三
三
分
五
〇
秒
一
七
九
八

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
三
秒
六
六
四
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
五
〇
秒
一
八
三
六

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
三
四
〇
四

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
四
六
六
九

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
五
秒
九
〇
二
〇

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
八
秒
八
一
二
六

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
五
秒
〇
九
五
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
八
秒
五
六
四
一

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
四
秒
一
七
三
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
四
四
五
七

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
六
秒
七
三
八
六

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
八
六
八
一

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
六
秒
七
八
三
三

北
緯
三
五
度
三
三
分
五
〇
秒
一
八
四
三

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
七
秒
四
四
四
九

北
緯
三
五
度
三
三
分
五
〇
秒
七
九
〇
九

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
八
秒
七
一
四
三

北
緯
三
五
度
三
三
分
五
〇
秒
八
三
〇
七

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
九
秒
〇
八
二
一

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
〇
三
二
〇

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
九
秒
六
〇
一
四

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
八
秒
五
四
七
七

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
九
秒
三
一
七
五

北
緯
三
五
度
三
三
分
四
九
秒
三
五
一
二

東
経
一
三
八
度
五
二
分
一
七
秒
五
九
九
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
三
十
三
号
　
　
令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

七
〇

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

水　
　

上　
　

浩　
　

一

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
五　

経
験
年
数
換
算
表

（第
十
条
関
係

）

経
歴

換
算
率

国
地
方
公
共
団
体

旧
公
共
企
業
体
政
府

関
係
機
関
外
国
政
府

又
は
民
間
に
お
け
る
企

業
体
団
体
等
の
職
員

等
と
し
て
の
在
職
期
間

職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ
の
経
験
が
直
接

役
立
つ
と
認
め
ら
れ
る
職
務
に
従
事
し
た

期
間

（常
時
勤
務
に
服
す
る
者
と
し
て
職

務
に
従
事
し
た
期
間
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

期
間
に
限
る

）

十
割

そ
の
他
の
期
間

十
割
以
下

学
校
又
は
学
校
に
準
ず
る
教
育
機
関
に
お
け
る
在
学
期
間

（正
規
の

修
学
年
数
内
の
期
間
に
限
る

）

十
割
以
下

そ
の
他
の
期
間

職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ
の
経
験
が
直
接

役
立
つ
と
認
め
ら
れ
る
職
務
に
従
事
し
た

期
間

十
割
以
下

そ
の
他
の
期
間

二
割
五
分
以
下

（部
内

の
他
の
職
員
と
の
均
衡

を
著
し
く
失
す
る
場
合

は
五
割
以
下

）

（
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事

に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請

求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

縦
覧
書
類　

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

富
士
川
町
役
場

四　

審
査
請
求
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
十
三
日
ま
で

五　

取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
八
月
二
十
六
日
ま
で

◉　

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
熊
穴
四
千
四
百
七
十
四

番
一
、
四
千
四
百
七
十
四
番
五
か
ら
二
十
三
の
区
域

二　

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

公
衆
用
道
路
、
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
富
士
吉
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

三　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

山
梨
県
富
士
吉
田
市
中
曽
根
三
丁
目
十
一
番
四
十
五

号　

共
栄
商
事
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

大
森　

孝
康

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
三
十
三
号
　
　
令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

七
一

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

水　
　

上　
　

浩　
　

一

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
イ
の
表
中
「公

立
小
中
学
校

」
を
「公

立
小
中
学
校
等

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
号
中
「
中
学
校
及
び
小
学
校
」
を
「
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
」
に
、

「
校
長
」
を
「
校
長
、
副
校
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
二
号
の
表
教
頭
の
項
中
「
教
頭
」
を
「
副
校
長
及
び
教
頭
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
中
学
校

別
表
第
六
小
学
校
中
学
校
の
項
中
「
中
学
校
」
を　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
務
教
育
学
校
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
中
学
校

別
表
第
七
の
三
教
育
委
員
会
の
項
中
「
中
学
校
」
を　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
「
（
高
等
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
務
教
育
学
校
」

校
又
は
特
別
支
援
学
校
に
勤
務
す
る
者
）
」
を
削
る
。

（
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
、
「
第
七
十
九
条
」
の
下

に
「
、
第
七
十
九
条
の
八
」
を
加
え
る
。

（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
八
号
中
「
小
中
学
校
事
務
職
員
採
用
試
験
」
を
「
公
立
小
中
学
校
等
事
務
職
員

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
中
「
場
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
場
合
及
び
教
育
職
給
料
表
の
適
用
を

受
け
る
職
員
に
適
用
す
る
場
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
八　

経
験
年
数
換
算
表

（第
十
条
関
係

）

経
歴

換
算
率

国
地
方
公
共
団
体

旧
公
共
企
業
体
政
府

関
係
機
関
外
国
政
府

又
は
民
間
に
お
け
る
企

業
体
団
体
等
の
職
員

等
と
し
て
の
在
職
期
間

職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ
の
経
験
が
直
接

役
立
つ
と
認
め
ら
れ
る
職
務
に
従
事
し
た

期
間

（常
時
勤
務
に
服
す
る
者
と
し
て
職

務
に
従
事
し
た
期
間
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

期
間
に
限
る

）

十
割

そ
の
他
の
期
間

十
割
以
下

学
校
又
は
学
校
に
準
ず
る
教
育
機
関
に
お
け
る
在
学
期
間

（正
規
の

修
学
年
数
内
の
期
間
に
限
る

）

十
割
以
下

そ
の
他
の
期
間

職
員
と
し
て
の
職
務
に
そ
の
経
験
が
直
接

役
立
つ
と
認
め
ら
れ
る
職
務
に
従
事
し
た

期
間

十
割
以
下

そ
の
他
の
期
間

二
割
五
分
以
下

（部
内

の
他
の
職
員
と
の
均
衡

を
著
し
く
失
す
る
場
合

は
五
割
以
下

）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
三
十
三
号
　
　
令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

七
二

・
第
二
十
七
条
）

　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

八
条
）　
　
　
　

」

第
十
一
条
中
「
選
択
科
目
を
除
い
て
百
単
位
」
を
「
百
二
単
位
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
四
号
中
「
に
相
当
す
る
」
を
「
と
同
等
の
」
に
、
「
指
定
し
た
」
を
「
認
定
し
た
」
に

改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
修
業
年
限
が
三
年
の
」
を
「
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
」
に
改
め
、

同
条
第
八
号
中
「
に
準
ず
る
」
を
「
と
同
等
以
上
の
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
十
章　

学
校
評
価

（
学
校
評
価
）

第
二
十
八
条
　
学
校
教
育
の
一
層
の
充
実
を
図
り
、
目
的
及
び
社
会
的
使
命
を
達
成
す
る
た
め
、
学
校

に
お
け
る
教
育
活
動
等
の
状
況
に
つ
い
て
毎
年
度
点
検
及
び
評
価
を
行
う
。

2　

前
項
の
評
価
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
校
長
が
別
に
定
め
る
。

別
表
中
「
一
〇
〇
」
を
「
一
〇
二
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
卒
業
要
件
の
特
例
）

2　

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校

に
入
学
し
た
者
に
係
る
卒
業
に
必
要
な
単
位
数
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
一

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

採
用
試
験
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
小
中
学
校
栄
養
職
員
採
用
試
験
」
を
「
公
立
小
中
学
校
等

栄
養
職
員
採
用
試
験
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
小
中
学
校
事
務
職
員
採
用
試
験
の
項
中
「
小
中
学
校
事
務
職
員
採
用
試
験
」
を
「
公
立

小
中
学
校
等
事
務
職
員
採
用
試
験
」
に
改
め
、
同
表
小
中
学
校
栄
養
職
員
採
用
試
験
の
項
中
「
小
中

学
校
栄
養
職
員
採
用
試
験
」
を
「
公
立
小
中
学
校
等
栄
養
職
員
採
用
試
験
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
小
中
学
校
栄
養
職
員
採
用
試
験
の
項
及
び
小
中
学
校
事
務
職
員
採
用
試
験
の
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

公
立
小
中
学
校
等
事
務
職
員
採
用
試
験

高
等
学
校
卒
業
程
度

公
立
小
中
学
校
等
栄
養
職
員
採
用
試
験

短
期
大
学
卒
業
程
度

（
山
梨
県
県
費
負
担
教
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
県
費
負
担
教
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則

第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
小
学
校
及
び
中
学
校
の
校
長
及
び
教
頭
」
を
「
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学

校
の
校
長
、
副
校
長
及
び
教
頭
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

そ　

の　

他

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
管
理
者
規
程
第
一
号

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
管
理
者

山
梨
県
産
業
政
策
部
長　
　

有　
　

泉　
　

清　
　

貴

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
学
則
（
昭
和
五
十
六
年
山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
管
理
者
規
程

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
第
九
章　

賞
罰
（
第
二
十
六
条

目
次
中
「
第
九
章　

賞
罰
（
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
）
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
十
章　

学
校
評
価
（
第
二
十


